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障害者福祉サービスを受けるために、まず、障害者手帳の発行を受けましょう。 

 

☆例えば身体障害者手帳を受け取るには… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①身体障害者診断書・意見書の用紙を受け取る 

  社会福祉課と市民生活課の窓口でお渡しします。 

社会福祉課   ℡.0766-20-1369 

市民生活課   ℡.0766-64-1433 

②都道府県知事が指定する医師に受診 

  診断書・意見書に記入してもらいます。 

※都道府県知事が指定する医師については、社会福祉課へお問い

合わせください。 

③申請 

申請に必要なもの 申請の窓口 

・身体障害者診断書・意見書 ・社会福祉課 

・顔写真（たて 4 ㎝×よこ 3㎝） ・市民生活課 

・印鑑（シャチハタ不可）  

 

④富山県身体障害者更生相談所で等級判定 

⑤障害者手帳発行 

手帳の種類 

・身体障がいのある方…身体障害者手帳（赤色） 

・知的障がいのある方…療育手帳（緑色） 

・精神障がいのある方…精神障害者保健福祉手帳（青色） 

※障害者手帳は重複して取得することができます。 
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障害者手帳交付までの流れ 


